
阿賀野市条例第１８号  

   地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例  

（阿賀野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正） 

第１条 阿賀野市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年阿

賀野市条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第３条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第２条 阿賀野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２３年阿賀

野市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第３項第１号中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

  第８条第４項中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職

員」に改める。 

  第９条第１項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

（阿賀野市職員の降給に関する条例の一部改正） 

第３条 阿賀野市職員の降給に関する条例（平成２８年阿賀野市条例第９号）

の一部を次のように改正する。 

  第１条中「阿賀野市職員の給与に関する条例」を「阿賀野市一般職の職員

の給与に関する条例」に改め、「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

  第２条中「とする」を「並びに地方公務員法第２８条の２第１項に規定す

る降給（同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級よ

り同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することと

なった場合において、降格することをいう。）とする」に改める。 

  第３条各号列記以外の部分中「降任された」を「降任により現に属する職

務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行す

ることとなった」に、「該当する場合において」を「該当し」に、「とき」を

「場合」に改める。 

附則を附則第１項とし、同項に見出しとして「（施行期日）」を付し、附則

に次の２項を加える。 

（阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例附則第１３項等の規定の適

用を受ける職員に対する規定の適用） 

 ２ 阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例附則第１３項の規定その他

市長が定める規定の適用を受ける職員に対する第２条の規定の適用につ

いては、当分の間、同条中「とする」とあるのは、「並びに阿賀野市一般



職の職員の給与に関する条例附則第１３項その他市長が定める規定によ

る降給とする」とする。 

３ 第５条の規定は、阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例附則第１３

項その他市長が定める規定による降給の場合には、適用しない。この場合

において、これらの規定の適用を受ける職員には、市長が定める規定によ

り、これらの規定の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知

を行うものとする。 

（阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 阿賀野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１６年阿賀野

市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「給料」を「その発令の日に受ける給料」に改め、「職員につい

ては、」の次に「報酬の額（」を加え、「第２０条第１項から第３項までに規

定する報酬の額」を「第１９条から第２２条までに規定する報酬の額を除

く。）。以下同じ。」に改め、同条に後段として次のように加える。 

この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の１０分の１

に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。 

（阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年阿賀野市

条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は同

法第２８条の６第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２

条の５第１項」に改め、「で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占めるもの」を削り、「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改める。 

第３条第１項ただし書及び第２項ただし書並びに第４条第２項中「再任用

短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第８条の４第１項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加える。 

第１２条第１項第１号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時

間勤務職員」に改める。 

（阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第６条 阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例（平成１６年阿賀野市条例

第４７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「平成１６年」の次に「阿賀野市」を加え、「、調整額」

を削る。 



  第４条第４項及び第６項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第１０

項を削る。 

第４条の２第１項を次のように改める。 

法第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用され

た職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）の給料月額は、

当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短

時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第４条第１項の規定によ

り当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務

時間条例第２条第３項の規定により定められた当該定年前再任用短時間

勤務職員の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする。 

第４条の２第２項中「平成２３年」の次に「阿賀野市」を加え、「その者」

を「当該任期付短時間勤務職員」に改める。 

第１０条第１項第１号中「以下」の次に「この項及び次項において」を加

え、「交通機関」を「交通機関等」に改め、同項第２号中「以下」の次に「こ

の条において」を加え、同項第３号中「交通機関を」を「交通機関等を」に

改め、同条第２項第１号中「算出したその者」を「算出した当該職員」に改

め、「相当する額（以下」の次に「この号において」を加え、同号ただし書

中「以下」の次に「この号及び第３号において」を加え、「その者」を「当

該職員」に改め、同項第２号中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用

短時間勤務職員」に改め、同項第３号中「その者」を「当該職員」に改める。 

第１３条第１項中「場合は」を「場合には」に改め、同条第２項、第３項

及び第４項ただし書中「再任用短時間勤務職員」を「定年前再任用短時間勤

務職員」に改め、同条第５項中「（第２項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）」を削り、同項第１号及び同条第６項第１号中「場合は」を「場

合には」に改める。 

第１６条の５第２項中「その者」を「当該職員」に改め、同条第３項中「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 

第１６条の８第１項中「この条」を「この項から第３項まで」に、「その

者」を「当該職員」に改め、同条第２項各号中「再任用職員」を「定年前再

任用短時間勤務職員」に改める。 

第１７条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条中「第８条」を「第４条第２項から第９項まで、第８条」に、「再

任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に改める。 



附則に次の７項を加える。 

１３ 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が６０歳に達した日後におけ

る最初の４月１日（附則第１５項において「特定日」という。）以後、当

該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第４条第１項の規定により

当該職員の属する職務の級並びに同条第２項、第３項、第５項及び第６項

の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に１００分の７０を乗じ

て得た額（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、

５０円以上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上

げるものとする。）とする。 

１４ 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。 

(１) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用さ

れる職員及び非常勤職員 

(２) 阿賀野市職員の定年等に関する条例（平成１６年阿賀野市条例第３

３号）第９条第１項又は第２項の規定により法第２８条の２第１項に

規定する異動期間（同条例第９条第１項又は第２項の規定により延長

された期間を含む。）を延長された同条例第６条に規定する職を占め

る職員 

(３) 阿賀野市職員の定年等に関する条例第４条第１項又は第２項の規

定により勤務している職員（同条例第２条に規定する定年退職日にお

いて前項の規定が適用されていた職員を除く。） 

１５ 法第２８条の２第４項に規定する他の職への降任等をされた職員で

あって、当該他の職への降任等をされた日（以下この項及び附則第１７項

において「異動日」という。）の前日から引き続き同一の給料表の適用を

受ける職員のうち、特定日に附則第１３項の規定により当該職員の受ける

給料月額（以下この項において「特定日給料月額」という。）が異動日の

前日に当該職員が受けていた給料月額に１００分の７０を乗じて得た額

（当該額に、５０円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、５０円以

上１００円未満の端数を生じたときはこれを１００円に切り上げるもの

とする。以下この項において「基礎給料月額」という。）に達しないこと

となる職員（規則で定める職員を除く。）には、当分の間、特定日以後、

附則第１３項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月

額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。 

１６ 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給

料月額との合計額が第４条第１項の規定により当該職員の属する職務の



級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適

用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第

４条第１項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給

の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。 

１７ 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員（附則第１３項

の規定の適用を受ける職員に限り、附則第１５項に規定する職員を除く。）

であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要がある

と認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規

則で定めるところにより、前２項の規定に準じて算出した額を給料として

支給する。 

１８ 附則第１５項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附

則第１３項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当

該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当

分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、

前３項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。 

１９ 附則第１３項から前項までに定めるもののほか、附則第１３項の規定

による給料月額、附則第１５項の規定による給料その他附則第１３項から

前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

別表第１再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 

別表第２再任用職員以外の職員の項中「再任用職員」を「定年前再任用短

時間勤務職員」に改め、同表再任用職員の項を次のように改める。 

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 

241,500 

 

253,200 

 

257,300 

 

288,600 

 

305,100 

 

319,200 

 

（阿賀野市職員等の旅費に関する条例の一部改正） 

第７条 阿賀野市職員等の旅費に関する条例（平成１６年阿賀野市条例第５２

号）の一部を次のように改正する。 



  第１条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改める。 

（阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部

改正） 

第８条 阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平

成１６年阿賀野市条例第１８７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項中「第２８条の５第１項」を「第２２条の４第１項」に改め

る。 

  第１９条の見出し中「再任用職員」を「定年前再任用短時間勤務職員」に

改め、同条中「第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６

第１項若しくは第２項」を「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」

に改める。 

（阿賀野市職員の再任用に関する条例の廃止） 

第９条 阿賀野市職員の再任用に関する条例（平成１６年阿賀野市条例第３４

号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （定義） 

第２条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

(１) 令和３年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律

第６３号）をいう。 

(２) 暫定再任用職員 令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項

（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み

替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３項、第６条第

１項若しくは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若し

くは第３項の規定により採用された職員をいう。 

(３) 暫定再任用短時間勤務職員 令和３年改正法附則第６条第１項若し

くは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第１項若しくは第３

項の規定により採用された職員をいう。 

(４) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項の規定により採用さ



れた職員をいう。 

（阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措

置） 

第３条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなし

て、第５条の規定による改正後の阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の規定を適用する。 

（阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第４条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短

時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿賀野市一般職の職員の

給与に関する条例第３条第１項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤

務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第４条第 1 項の規定により

当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１０

条第１項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前

項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、阿賀野市

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１６年阿賀野市条例第３８号）

第２条第２項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同

条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。 

３ 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員

が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される阿賀野

市一般職の職員の給与に関する条例第３条第１項に規定する給料表の定年

前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第第４条

第 1 項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応

じた額に、阿賀野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第２条第３項の規

定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。 

４ 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、

第６条の規定による改正後の阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例（以

下「新給与条例」という。）第１０条第２項及び第１３条第２項から第４項

までの規定を適用する。 

５ 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例

第１６条の５第３項の規定を適用する。 

６ 新給与条例第１６条の８第１項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合

における勤勉手当の額の同条第２項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の



算定に係る同項の規定の適用については、同項第１号中「定年前再任用短時

間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の

一部を改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第

２項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２

項（これらの規定を同法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）又は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職

員（次号において「暫定再任用職員」という。）」と、同項第２号中「定年前

再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定

再任用職員」とする。 

７ 阿賀野市一般職の職員の給与に関する条例第４条第２項、第３項、第５項

及び第７項から第９項まで、第８条から第９条の４まで並びに第１０条の２

並びに新給与条例第４条第４項及び第６項の規定は、暫定再任用職員には適

用しない。 

８ 新給与条例附則第１３項から第１９項までの規定は、令和３年改正法附則

第３条第５項又は第６項の規定により勤務している職員には適用しない。 

 （阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正に伴う経過措置） 

第５条 阿賀野市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第

４条及び第５条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。 

 


